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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　土台と、土台の上に立設する複数の柱と、前記複数の柱により囲まれた領域を区画する
ように柱の間に設けた壁板パネルと、前記壁板パネルの一部に設けられる扉と、前記柱上
部に架設される梁とからなり、前記各柱の断面形状を、各柱間と前記壁板パネルとの接合
辺の幅をこの壁板パネルの厚さと同一にして所要の断面積が得られる形状とし、前記柱の
断面形状は、Ｌ字状あるいはＴ字状、あるいは十字状で形成され、
　前記柱は、中空構造としたことを特徴とする組み立て式建屋であって、前記中空構造の
柱の内部空所に、配線及び配管通路を設けたことを特徴とする組み立て式建屋。
【請求項２】
　土台と、土台の上に立設する複数の柱と、前記複数の柱により囲まれた領域を区画する
ように柱の間に設けた壁板パネルと、前記壁板パネルの一部に設けられる扉と、前記柱上
部に架設される梁とからなり、前記各柱の断面形状を、各柱間と前記壁板パネルとの接合
辺の幅をこの壁板パネルの厚さと同一にして所要の断面積が得られる形状とし、前記柱の
断面形状は、Ｌ字状あるいはＴ字状、あるいは十字状で形成され、前記柱は、中空構造と
したことを特徴とする組み立て式建屋であって、
　前記中空構造の柱の内部空所に、電気機器を収容したことを特徴とする組み立て式建屋
。
【請求項３】
　前記中空構造の柱の内側壁に、これを貫通して前記電気機器の操作部を取り付けたこと
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を特徴とする請求項２に記載の組み立て式建屋。
【請求項４】
　土台と、土台の上に立設する複数の柱と、前記複数の柱により囲まれた領域を区画する
ように柱の間に設けた壁板パネルと、前記壁板パネルの一部に設けられる扉と、前記柱上
部に架設される梁とからなり、前記各柱の断面形状を、各柱間と前記壁板パネルとの接合
辺の幅をこの壁板パネルの厚さと同一にして所要の断面積が得られる形状とし、前記柱の
断面形状は、Ｌ字状あるいはＴ字状、あるいは十字状で形成され、
　前記柱は、中空構造としたことを特徴とする組み立て式建屋であって、前記中空構造の
柱の内部空所に、配線及び配管と電気機器を収容し、前記柱の内側壁にこれを貫通して前
記電気機器の操作部を取り付けたことを特徴とする組み立て式建屋。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、土台に所定の間隔をおいて立設した各柱間に壁板パネルを組込んで建屋を
形成する組み立て式建屋に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来の組み立て式建屋は、図３ａないし図３ｄに示すように構成されている。図３ａは
、建屋の平面断面を示すもので、土台の上の４隅に柱２ｂが、各柱２ｂの間の中間にそれ
ぞれ間仕切り用の柱３ｂ、４ｂが立設され、各柱の間に壁板パネル５が組み込まれ、建屋
の外郭を形成する。３種類の柱２ｂ、３ｂおよび４ｂは、それぞれ図３ｂ、図３ｃおよび
図３ｄに拡大して示すように、１辺の長さがａの正方形の同一の断面形状に形成されてお
り、一定の強度を保つように所要の断面積（ａ2）を有している。
【０００３】
　柱２ｂは、土台の角部に立設されるため、図３ｂに示すように、柱２ｂの正方形断面の
隣り合う２辺に壁板パネル５が接合する。中間の柱３ｂは、図３ｃに示すように、正方形
断面の連続した３辺に壁板パネル５が接合する。
【０００４】
　中心に置かれた柱４ｂは、図３ｄに示すように、その正方形断面の４辺のすべてに壁板
パネル５が接合する。各柱の壁板パネルとの接合辺の幅Ｓは、通常、所定の強度を保つた
めに壁板パネル５の厚さｄよりも大きくなる。このため、両者の接合部付近の内面は平坦
でなく段差がついている。また、柱も壁板パネルも中実であるため、壁コンセント２２や
、壁スイッチ２３などの電気器具を設置する場合は、電気器具２２、２３および配線２３
が、壁板パネル５の内壁面に露出して取り付けられることになる。
【０００５】
　このように構成された従来の建屋においては、次のような問題がある。
【０００６】
　第１に、図３ａは建屋の水平断面を示したものであるが、前述のように前記柱２ｂ、３
ｂ、および４ｂの正方形断面の各辺それぞれに対し、柱の用途に応じ壁板パネル５を接合
した場合、各柱の壁板パネルとの接合辺の幅Ｓは、一定の強度を保つために壁板パネル５
の厚さｄよりも大きくなる（破線円で囲まれた２０１ｂ、３０１ｂ、４０１ｂ参照）。
【０００７】
　これに対しては、前記柱２ｂ、３ｂ、および４ｂに接合される壁板パネル５の厚さｄと
、柱２ｂ、３ｂ、および４ｂとの接合辺の幅Ｓを同一にする方法も考えられる。
【０００８】
　例えば厚さｄが４０ｍｍ程度の壁板パネル５を用いた場合、柱２ｂ、３ｂ、および４ｂ
の正方形の断面の一辺ａを４０ｍｍとする正方形の柱を使用すれば、柱２ｂ、３ｂ、およ
び４ｂの正方形断面の一辺ａと壁板パネル５の厚さｄとの接合辺の幅Ｓは同一となり上記
の問題は解決できそうであるが、その場合には柱の断面積（ａ2）は１６００ｍｍ2と小さ
くなり、柱の強度が低下するという問題が生じる。
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【０００９】
　他方、柱２ｂ、３ｂ、および４ｂの正方形断面の一辺ａを１００ｍｍ程度の柱（断面積
：１００００ｍｍ2）を使用すれば強度の問題は十分に解決できるが、この場合上述のよ
うに厚さｄが４０ｍｍ程度の壁板パネル５を用いた場合には、柱２ｂ、３ｂ、および４ｂ
との接合辺の幅Ｓが壁板パネル５の厚さより大きくなるため（破線円で囲まれた２０１ｂ
、３０１ｂ、４０１ｂ参照）柱の無駄な出っ張りにより室内を有効に活用できないととも
に、室内の美観という点からも好ましくない。
【００１０】
　第２に、従来から建屋（特に簡易の組立式建屋）に用いられる壁板パネル５には、強度
や断熱効果を保持するために、中間層を発砲材やハニカム材等にした積層構造のものが多
い。そのため壁板パネル５の内部は中実となり壁コンセント２２や壁スイッチ２１は図３
ａないし図３ｃに示すように建屋内の壁板パネル５内側面に露出した状態で取り付けられ
ることになる。
【００１１】
　しかし、壁コンセント２２や壁スイッチ２１装置本体部分を前記壁板パネル５の内側面
から露出した状態で取り付けると、室内の美観を損なうだけではなく、その突出が室内で
作業を行なう者に対し思いもよらぬ傷害の原因にもなりうる。
【００１２】
　第３に、前記のように従来から使用されている壁板パネル５を利用し、加えて壁コンセ
ント２２や壁スイッチ２１の装置本体や空調設備などの配管、更には照明などの配線２３
等を室内に設けた場合、これら装置または装置の配線２３は壁板パネル５の内部に設ける
か、または配線路を設けるか、または店舗室内の壁板パネル５の側面や土台に這うように
して配線路を確保することになる。
【００１３】
　しかしながら、前述のように中実構造である壁板パネル５の内部に加工を施すことは柱
としての強度の面からも問題があるとともに、室内の美観の点からも好ましくなく、また
施工の際にも作業の手間と時間とコストが掛かる。
【特許文献１】特開平６－２７２３１７号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１４】
　本発明は、これらの問題点を解消して、特に建屋の柱において、従来の積層構造による
壁板パネルをそのまま利用しながらも、柱と壁板パネルと接合した場合における室内の角
部や接合部の出っ張りを解消し、室内をより広く有効に使用することができるとともに、
従来、壁板パネルに突出して取り付けられていた壁コンセントや壁スイッチを解消し、ま
た室内に張りめぐらせる繁雑な照明等の配線や空調設備等の配管などを店舗内から排除し
、美観に優れた建屋を提供することを課題とするものである。
【課題を解決するための手段】
【００１５】
　このような課題を解決するため、この発明の請求項１の発明は、土台と、土台の上に立
設する複数の柱と、前記複数の柱により囲まれた領域を区画するように柱の間に設けた壁
板パネルと、前記壁板パネルの一部に設けられる扉と、前記柱上部に架設される梁とから
なり、前記各柱の断面形状を、各柱間と前記壁板パネルとの接合辺の幅をこの壁板パネル
の厚さと同一にして所要の断面積が得られる形状とし、前記柱の断面形状は、Ｌ字状ある
いはＴ字状、あるいは十字状で形成され、前記柱は、中空構造としたことを特徴とする組
み立て式建屋であって、
【００１６】
　前記中空構造の柱の内部空所に、配線及び配管通路を設けたことを特徴とする。
【００１７】
　請求項２の発明は、土台と、土台の上に立設する複数の柱と、前記複数の柱により囲ま
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れた領域を区画するように柱の間に設けた壁板パネルと、前記壁板パネルの一部に設けら
れる扉と、前記柱上部に架設される梁とからなり、前記各柱の断面形状を、各柱間と前記
壁板パネルとの接合辺の幅をこの壁板パネルの厚さと同一にして所要の断面積が得られる
形状とし、前記柱の断面形状は、Ｌ字状あるいはＴ字状、あるいは十字状で形成され、前
記柱は、中空構造としたことを特徴とする組み立て式建屋であって、
【００１８】
　前記中空構造の柱の内部空所に、電気機器を収容したことを特徴とする。
【００１９】
　請求項３の発明は、請求項２に記載の組み立て式建屋において、前記中空構造の柱の内
側壁に、これを貫通して前記電気機器の操作部を取り付けたことを特徴とする。
【００２０】
　請求項４の発明は、土台と、土台の上に立設する複数の柱と、前記複数の柱により囲ま
れた領域を区画するように柱の間に設けた壁板パネルと、前記壁板パネルの一部に設けら
れる扉と、前記柱上部に架設される梁とからなり、前記各柱の断面形状を、各柱間と前記
壁板パネルとの接合辺の幅をこの壁板パネルの厚さと同一にして所要の断面積が得られる
形状とし、前記柱の断面形状は、Ｌ字状あるいはＴ字状、あるいは十字状で形成され、前
記柱は、中空構造としたことを特徴とする組み立て式建屋であって、
【００２１】
　前記中空構造の柱の内部空所に、配線及び配管と電気機器を収容し、前記柱の内側壁に
これを貫通して前記電気機器の操作部を取り付けたことを特徴とする。
【発明の効果】
【００２２】
　本発明によれば、各柱の断面形状を、各柱間に組込まれる前記壁板パネルとの接合する
辺の幅をこの壁板パネルの厚さと同一にして、所要の断面積が得られる形状としたことに
より柱の強度を保つための所要の断面積を確保しつつ、柱の角部の出っ張りが解消され、
室内を有効かつ快適に利用することができる。
【００２３】
　壁板パネルと接合される各柱の壁板パネルとの接合辺の幅Ｓは、壁板パネル５の厚さｄ
に応じて任意に選択変更可能なため、壁板パネル５の薄型化にも対応できる。そのため小
型建屋を施工する際には無駄なスペース極力排除し、より広く室内空間を演出することが
できる。
【００２４】
　柱の構造を中空構造にすることで、照明等の配線２３および空調設備などの配管２４を
通すための通路を確保でき、室内に繁雑に張りめぐらせる前記配線や配管を配線カバーや
配管カバーを用いることなく柱の中に格納することが可能になり、施工時の種々の配線や
配管等の繁雑な設置作業が格段に簡易となるため、短時間で建屋を組立てることができる
。
【００２５】
　前記柱を中空構造にすることで、柱の軽量化を図られ、施工の際の重量に対する負担を
軽減できる。
【００２６】
　また、前記柱を中空構造にすることで、電気機器装置部を中空内に設け、電気機器装置
操作部を柱側面に植設することによって、これら各装置本体が室内の内壁から突出するこ
とはなく、すっきりとした室内施工が可能である。
【００２７】
　更に、各柱の壁板パネルとの接合辺の幅Ｓは、壁板パネル５の厚さｄに応じて成形され
るので、従来のサンドイッチ構造による壁板パネルをそのまま使用でき、新たに前記柱に
適合する壁板パネルを製作する必要がない。
【００２８】
　更にまた、施工前に、柱の中空内に照明等の配線２３や配管２４および電気機器装置部
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等を事前に組込んでユニットとして完成させておけば、施工時の繁雑な種々の配線、配管
および電気機器装置の設置作業を省くこともできる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２９】
　　以下に、図面を参照して本発明の実施例を説明する。
【００３０】
　本発明の組立式建屋は、図１ａないし図１ｄに示すように構成されている。図１ａは、
建屋の平面断面を示すもので、土台の上の４隅に柱２が、各柱２の間の中間にそれぞれ間
仕切り用の柱３、４が立設され、各柱の間に壁板パネル５が組み込まれ、建屋の外郭を形
成する。
【００３１】
　３種類の柱２、３および４は、それぞれ図１ｂ、図１ｃおよび図１ｄに拡大して示すよ
うに、断面形状がＬ字状、Ｔ字状、及び十字状に形成されており、一定の強度を保つよう
に所要の断面積を有している。
【００３２】
　以下具体的な実施例の柱の構造について説明する。
【実施例１】
【００３３】
　図１ｂは、図１ａ中の破線円２０１内にある、柱２と壁板パネル５の接合部を拡大して
示した平面断面図である。
【００３４】
　ここでは、柱２に対して、厚さｄが４０ｍｍ程度の壁板パネル５を接合した場合の柱の
構造について説明する。
【００３５】
　図１ｂで示すように、本発明の柱２は中実構造であり、その断面形状はＬ字状である。
ここで、柱２の壁板パネル５との接合辺の幅Ｓは、壁板パネル５の厚さｄと同一にするた
め４０ｍｍとする。そして、柱としての一定の強度を有する断面積を得るために、柱２の
外側辺ａ、ｂを１４０ｍｍとし、内側辺ｃ、ｅを１００ｍｍとして成形する。
【００３６】
　このように形成された柱２にあっては、図３ａに示すような従来の柱２ｂの正方形断面
の一辺ａを１００ｍｍとして成形した正方形の柱と同等な柱の断面積（１００００ｍｍ2

）を得ることができる。
【００３７】
　なお、本実施例では、厚さｄを４０ｍｍ程度の壁板パネル５を用いた例を示したが、更
なる薄型の壁板パネルを使用する場合には、壁板パネルとの接合辺の幅Ｓを壁板パネル５
の厚みと同一にした上で、柱２の各側辺ａ、ｂ、ｃ、ｅの長さを変更して所要の断面積と
することにより、所定の強度を得ることができる。
【００３８】
　次に、本発明の間仕切り柱の構造について説明する。
【００３９】
　図１ｃおよび図１ｄに示すのは、図１ａ中の破線円３０１、４０１内にある、間仕切り
柱３、４と壁板パネル５の接合部について拡大して示した平面断面図である。
【００４０】
　ここでも柱３，４に対して、厚さｄが４０ｍｍ程度の壁板パネル５を接合した場合の柱
の構造について説明する。
【００４１】
　図１ｃおよび図１ｄにて示すように、本発明の柱３、４は中実構造であり、その断面形
状はそれぞれＴ字状および十字状である。
【００４２】
　ここで、柱３、４の壁板パネル５との接合辺の幅Ｓは、壁板パネル５の厚さｄと同一に
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するため４０ｍｍとする。また、柱としての一定の強度を有する断面積を得るためには、
柱３，４の断面の各側辺ａ、ｂ、ｃ、ｅの長さを、所要の断面積、例えば１００００ｍｍ
２となるように選定することにより所定の強度を確保することが可能となる。
【００４３】
　このように形成された柱３、４にあっては、従来と同等の柱としての強度を確保しなが
らも、室内の角部や間仕切りの柱部には柱の無駄な出っ張りや突出も解消した柱を作るこ
とが可能となる。
【実施例２】
【００４４】
　　図２ａないし図２ｄには、実施例１と同様の形状をした柱２ａ、間仕切り柱３ａ、４
ａの第２の実施例を示す。ここでは、柱２に対して、厚さｄが４０ｍｍ程度の壁板パネル
５を接合した場合の柱の構造について説明する。
【００４５】
　柱の各側辺ａ、ｂ、ｃ、ｅの長さを決定するにあたっては、実施例１と同様であるが、
本実施例の柱を中空構造にしたことを特徴とする。
【００４６】
　この柱の空所内には照明等の配線２３や空調設備などの配管２４を通すための通路とし
て利用し、更にまた壁コンセント２２や壁スイッチ２１などの収容部とする。
【００４７】
　図２ｂは、図２ａで示した平面断面図の破線円２０１ａの建屋の角部を拡大して示すも
のである。
【００４８】
　中空Ｌ字状の断面形状を有する柱２ａの空所内に、壁スイッチ２１及び壁コンセント２
２を収容し、その操作部を柱の内壁を貫通して取り付けている。また、必要により、柱２
ａの空所のＬ字状断面の角部の広い面積利用可能な場所に空調設備の配管２４を収める。
図２ｃおよび図２ｄは、図２ａで示した平面断面図の円破線３０１ａ、４０１ａの建屋の
間仕切り柱の部分を拡大して示すものである。
【００４９】
　この場合も図２ｂ同様、中空の柱の空所内に壁スイッチ２１および壁コンセント２２を
収容しその操作部を柱の内壁に貫通して取り付ける。
【００５０】
　このように構成された柱２ａ、３ａ、４ａにおいては、積層構造の従来からの壁板パネ
ル５が組み込まれるが、中空構造の柱の空所内に照明等の配線および空調設備などの配管
、その他各種電気機器を収容して、その操作部を柱の内壁にこれを貫通して取り付けるの
で、従来のように室内に照明等の配線や空調設備等の配管が繁雑に露出することなく、ま
た、壁コンセントや壁スイッチ等の電気機器装置部は柱の空所内に設けたことによって、
図３ａないし図３ｄに示す従来例のように壁板パネル５の壁面に壁コンセント２２および
壁スイッチ２１が突出することはない。
【００５１】
　このことは小型の建屋であっては室内の空間を有効に活用することが可能となり、更に
美観にも優れ、施工時においてもこれら繁雑な電気機器装置の配線作業を大幅に省くこと
ができる。
【００５２】
　ところで、照明等の配線や空調設備等の配管、各種電気機器装置部等を柱の空所内に設
けた本発明おいては、施工前に柱の空所内にこれら装置を事前に取り付けておき、ユニッ
トとして構成し完成させておくのもよい。そうすることによって、施工時の繁雑な配線、
電気機器の設置作業等を大幅に軽減することができ、短時間で建屋を完成させることがで
きる。
【００５３】
　なお、実施例では、中空構造の柱の空所内に壁スイッチ２１及び壁コンセント２２等の
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電気機器を取り付けた例を示したが、中空構造を有する柱内部の利用方法はこれらに限定
されるわけではない。
【００５４】
　また、本実施例も実施例１と同様、壁板パネル５の厚みｄによって、壁板パネル５との
接合する柱２の水平断面の接合幅Ｓを、壁板パネル５の厚みと同一にした上で、図２ａな
いし図２ｂで示すように柱２の水平断面の各側辺ａ、ｂ、ｃ、ｄの長さを、柱としての強
度を十分保つだけの所要の断面積が得られる長さに選定する。
【産業上の利用可能性】
【００５５】
　本実施例では主に組み立て式建屋について述べてきたが、この建屋には簡易店舗や仮設
住宅が含まれることはいうまでもない。
【図面の簡単な説明】
【００５６】
【図１ａ】本発明の第１の実施例を示す平面断面図。
【図１ｂ】図１ａに示される破線円２０１の部分を拡大して示した平面断面図。
【図１ｃ】図１ａに示される破線円３０１の部分を拡大して示した平面断面図。
【図１ｄ】図１ａに示される破線円４０１の部分を拡大して示した平面断面図。
【図２ａ】本発明の第２の実施例を示す平面断面図。
【図２ｂ】図２ａに示される破線円２０１ａの部分を拡大して示した平面断面図。
【図２ｃ】図２ａに示される破線円３０１ａの部分を拡大して示した平面断面図。
【図２ｄ】図２ａに示される破線円４０１ａの部分を拡大して示した平面断面図。
【図３ａ】断面形状が正方形の柱を利用した従来の建屋の平面断面図。
【図３ｂ】図３ａに示される破線円２０１ｂの部分を拡大して示した平面断面図。
【図３ｃ】図３ａに示される破線円３０１ｂの部分を拡大して示した平面断面図。
【図３ｄ】図３ａに示される破線円４０１ｂの部分を拡大して示した平面断面図。
【符号の説明】
【００５７】
２　　　　断面形状がＬ字状である中実構造の柱
２ａ　　　断面形状がＬ字状である中空構造の柱
２ｂ　　　従来例の正方形をした柱
３　　　　断面形状がＴ字状である中実構造の間仕切り柱
３ａ　　　断面形状がＴ字状である中空構造の間仕切り柱
３ｂ　　　従来例の正方形をした柱
４　　　　断面形状が十字状である中実構造の柱
４ａ　　　断面形状が十字状である中空構造の間仕切り柱
４ｂ　　　従来例の正方形をした柱
５　　　　壁板パネル
２１　　　壁スイッチ
２２　　　壁コンセント
２３　　　配線
２４　　　配管
Ｓ　　　　柱または間仕切り柱と壁板パネルとの接合幅
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